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能登

輪島
珠洲

穴水

門前

柴垣

金沢

石川県羽咋市

R6/１/1２～

医薬品物流拠点（OTC等）

薬剤師の宿泊所本部事務所
（柴垣現地本部）

物品の中継点
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２－５ 国立能登青少年交流の家（柴垣）での活動 ロ ジ ス テ ィ ク ス 活 動

国立能登青少年交流の家

京都チーム、大阪チーム、兵庫チーム、福島チーム、日薬職員で活動。

資料２０

２－５ 国立能登青少年交流の家での活動
資料２１

ロ ジ ス テ ィ ク ス 活 動



オリエンテーション

２－５ 国立能登青少年交流の家での活動

宿泊管理・レンタカー管理

資料２２

情報共有の場として 薬剤師班ミーティング

24

２－５ 国立能登青少年交流の家での活動 情報共有の場として
資料２３



３．対策本部の経験から見えた課題

地域保健医療福祉調整本部
での活動

珠洲、輪島、門前、能登町については石川県薬剤師会の役員が定期的
通い現地調整本部と連携を取り、調整本部会議には日薬班のリーダー
が入り、情報共有を行った。穴水については石川県薬能登北部支部長
が毎日調整本部に入り情報共有。日薬薬剤師班と連携し活動を行った。

１.5次避難所は石川県薬剤師会役員が本部会議に参加しじていたので、
その役員の先生と支援薬剤師（石川県薬・日薬班）が情報共有を行った。

 行政、医療保健チームと連携しフェーズに応じた活動を行った。
視点の違い、得ている情報の違いなどで、判断に違いが生じるなど
「話し合い」が重要であることを痛感した。

26※注意 組織図、本部運営は災害毎、フェーズ毎、市町毎によってそれぞれ異なります。

３－１ 支援体制・初動対応
資料２４



救護活動を行う上での留意点 【心構え】

被災地において救護活動を行う上で最も重要なことは、被災者の救済を第一に
考えることである。その上で、薬剤師としての自覚を持ち、被災地の都道府県薬剤
師会の現地対策本部の指揮命令系統に従って行動する。

その一方、薬剤師という職にとらわれ「それは、薬剤師の仕事ではない」といった
考えをせずに、「被災地の方々の助けになることであれば何でも良い、自らが出来
ることをやろう」という気持ちで活動すべきである。的確な状況判断、臨機応変な
行動を伴うことは当然であるが、救護活動を行う医療チームのメンバー、被災地の
薬局や薬剤師会との協調性を保つことが重要である。

被災地の方々(もしくは薬局や薬剤師会等)や他のボランティアに負担や迷惑を
かけるような行動は厳に慎むべきである。

改訂版「薬剤師のための災害対策マニュアル」令和６年３月 資料編 資料４

３－２ 支援薬剤師の質向上・現地での連携強化
資料２５

【救護活動を行う上での基本的な留意事項】

 自己完結型での出動を覚悟して準備をする。
 派遣先の現地本部や医療チームの業務形態を把握する。
 被災地の現地対策本部の指揮下で活動。（CSCAが大事）
 自己中心的な行動は厳に慎む。
 派遣者や被災者と争いごとを起こさないように注意する。
 被災者のためのあらゆるものの使用・利用は控える。
 被災者の精神的ケアを念頭に活動。自己惨事ストレスに留意。
 化粧や香水等は控えめにする。
 酒・たばこなどの嗜好品は公然と使用しない。
 個人的に被災者へ物資を供与しない。
 活動中の様子をSNSに投稿することは厳に慎む。
 活動拠点の立ち上げ時はHeLP-SCREAMを意識する。

改訂版「薬剤師のための災害対策マニュアル」令和６年３月 資料編 資料４

３－２ 支援薬剤師の質向上・現地での連携強化
資料２６



能登半島地震における保健医療分野の支援活動
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３－２ 支援薬剤師の質向上・現地での連携強化

多数のチームが同時に活動するため、組織間の調整が
必要

県庁、保健所、市町に設置された保健医療福祉調整本
部の役割が重要に。災害薬事コーディネーター不在の場
合、どこと連携するか

特に避難所活動は関係者が多いため、事前の方針共有
と役割分担が重要

令和６年６月18日１４時時点

資料２７

災害時の行政や医療チームの連携に向けて
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 平時からの関係性の構築
✓ 「顔の見える関係」の構築
✓ 「何をしているのか」を知っていることの重要性

 災害時の指揮命令系統の確認
✓ 「どこに連絡・相談すれば良いのか」の把握

 連携が必要な活動の確認
✓避難所活動は関係者との協働が必須

都道府県、市町村、支援チーム（行政系、医療系、自衛隊等）

３－２ 支援薬剤師の質向上・現地での連携強化

資料２８



災害時の薬剤師同士の連携も必要

DMAT

都道府県保健医療福祉調整本部 地域保健医療福祉調整本部（保健所）

災害薬事
コーディネー

ター

災害薬事
コーディ
ネーター

薬剤師チーム

他
薬務主
管課

医務主
管課

避難所 救護所 応急仮設住宅ほか

災害医療
コーディ
ネーター

【都道府県薬剤師会】
（県薬災害対策本部）

医薬品集積所

拠点病院等

薬 局

保健医療活動
チーム

日赤救護班

DHEAT

JMAT DPAT

卸

国立病院機構
医療班

他
薬務主
管課

医務主
管課

災害医療
コーディ
ネーター

DHEAT

３－２ 支援薬剤師の質向上・現地での連携強化

参考資料

資料２９
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２．日本薬剤師会の活動、３．対策本部の経験から見えた課題 より

・正確な現地状況の把握
・指揮命令系統の確⽴
・支援薬剤師の質の担保
・モバイルファーマシーの運用ルール等 今後の災害対応の課題として検討を続ける

・被災地のインフラが発災当初から喪失
・被災地周辺の宿泊施設が確保できない
・被害の状況により複数のモバイルファーマシー支援が必要

といった条件がよくない中
総括

日薬として、より積極的な支援の必要があるとの結論に至り、初めて現地本部を設置
した。また、石川県薬剤師会及び都道府県薬剤師会の協力のもと、薬剤師チーム及び
モバイルファーマシー を長期に渡って派遣し、被災地の地域医療復旧に貢献できた。

総 括

今 後 の 改 善 点

資料３０


